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令和７年度 市 道 等 の 除 雪 事 業 計 画

１．目   的

冬期間における積雪から市民生活の安全確保、地域の産業、経済活動を守る

ため、除雪活動に対する市民の理解と協力を得ながら、市内主要道路の車道及

び歩道や公共施設の除雪等を行い、雪害から市民生活を守り利便を図ることを

目的とする。

２．除雪の方針

（１）国道、県道の各道路管理者との連携を密にし、積雪量及び除雪状況

を把握し必要に応じて適切な対応に努める。

（２）道路交通の安全確保のため、特に交差点や急カーブ、急勾配区間の

除雪を徹底し、見通しの確保や段差の発生を防止するとともに、圧

雪や凍結の発生箇所には、凍結抑制剤の散布を行い、スリップ事故

を抑制する。

（３）通学通勤等、歩行者の安全確保のため、歩道の除雪に努める。

３．除雪計画

(１)本年度の除雪は、除雪機械の能力及び道路事情等を考慮し、市道及

び市道に準じる生活道路除雪１，８１３路線５８６．８ｋｍ、歩道

除雪１０１路線７５．８ｋｍを計画路線とし、前年度対比で、道路

は４路線０．８ｋｍ増、歩道は路線数及び除雪延長の増減なし。

※市道延長６８２．６ｋｍ（令和７年４月１日現在）

なお、計画路線の選定にあたっては、主要幹線市道、バス路線、地

域的に主要な道路及び公共施設への連絡道路を主体として路線を選

定し、除雪作業を円滑に行うため、更に第１次路線、第２次路線、

第３次路線に区分し、道路用除雪機械１４５台（うち市有車７２台）、 

歩道用除雪機械１６台（うち市有車１４台）を確保し、除排雪作業

を実施する。

（２）地吹雪対策としての防雪柵については、幹線道路などの４９路線

延長にして１１．４５ｋｍの防雪柵を設置する。
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（３）道路消雪施設については、幹線道路１２路線に、散水式で６．５

０ｋｍ、無散水式で１．８０ｋｍ、合計延長にして８．３０ｋｍ

を稼働する。 

（４）凍結抑制剤の散布箇所としては、凍結が予想される幹線道路の上

り坂や橋など１１２箇所、および主要交差点１４６箇所で、延長

にして２７．９３ｋｍに散布する。 

 

４．除雪路線の区分 

除雪作業を迅速かつ円滑に実施するため、第１次路線、第２次路線、第３次

路線に区分して除雪する。 

（１）第１次路線 

国道、県道を連結する主要な幹線市道で、２車線確保を原則として 

除雪を行う。除雪作業時間帯は午前８時までのできるだけ早い時間。 

（２）第２次路線 

国道、県道と主要な幹線市道を連結する市道で、原則として２車線 

確保の除雪を行うが、除雪状況等や作業環境によってやむなく１車 

線確保となった場合は、必要に応じて待避所を設ける。除雪作業時 

間帯は午前８時までのできるだけ早い時間。 

（３）第３次路線 

消防業務活動及び通勤等にかかわる市道等で、道路幅員４ｍ以上で 

機械除雪可能な道路については１車線確保とする。除雪作業時間帯 

は第１次、第２次路線完了後のできるだけ早い時間。 

 

５．除雪機械の出動基準 

路面に１０ｃｍ以上の降雪がある場合、または午前７時まで１０ｃｍ以上の

降雪が予想される場合に出動するが、降雪がない場合でも道路の安全を確保す

るため、道路の状況に応じて剥ぎ取り・道路拡幅等を行う。 
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６．除雪対策本部 

（１）副市長を本部長とし、鶴岡市役所別棟第 2・第 3 会議室に設置する。 

（２）職務権限の代行 

     本部長が不在の場合は、副本部長がその職務を代行し、本部長、副

本部長ともに不在の場合は、除雪対策本部組織表に規定する順序に

より、部長の職にある者がその職務を代行する。 

 

７．豪雪対策本部の設置基準 

本所の観測地点（鶴岡公園の観測地点）の積雪が７０ｃｍを超え、道路事情

が悪化し引続き降雪が多量に見込まれる場合を基準とする。 

（鶴岡市地域防災計画より一部抜粋） 

 
８．除雪指定延長 

（１）道路除雪 ※市道及び市道に準じる生活道路除雪を含む 

 

路 線 種 別   令和７年度計画  令和６年度計画  前年度比 

第 1次路線   150.6km       150.6km      ±0km 

第２次路線   141.9km       141.2km      ＋0.7km 

第３次路線   294.3km       294.2km      ＋0.1km 

 

合   計   586.8km       586.0km       ＋0.8km 

除雪路線数   1,813路線     1,809路線      ＋4路線 

市 道 延 長   682.6km        682.3km      ＋0.3km 

 

（２）歩道除雪 

 

令和７年度計画  令和６年度計画  前年度比 

除 雪 延 長   75.8km       75.8km       ±0km 

※無散水消雪及びアーケード設置路線含む 

除雪路線数   101路線      101路線      ±0路線 

歩 道 延 長   133.7km      133.5km       ＋0.2㎞ 
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９．交換路線及び調整路線 

除雪作業を効率良く実施するため、除雪路線の交換及び調整を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山形県に委託する路線（２路線０．６６ｋｍ） 
 由良小学校前線  由良地内 ０．３５ｋｍ 
 白山１０号線  白山地内 ０．３１ｋｍ 
山形県より受託する路線（５路線１．４３ｋｍ） 
 羽前水沢(T)由良線  由良地内 ０．３５ｋｍ 
 鶴岡羽黒線（側道）  神明町地内 ０．０６ｋｍ 
 湯田川大山線  白山地内 ０．３８ｋｍ 
 面野山鶴岡線（側道）  日和田町地内 ０．４０ｋｍ 

藤島由良線    播磨地内 ０．２４ｋｍ 
酒田市に委託する路線（１路線０．９２ｋｍ） 
 浜中鶴岡線  茨新田地内 ０．９２ｋｍ 
酒田市より受託する路線（１路線１．０１ｋｍ） 
 浜中２１号線  浜中地内 １．０１ｋｍ 
三川町に委託する路線（１路線０．３０ｋｍ） 
 中京田２号線  中京田地内 ０．３０ｋｍ 
櫛引庁舎で実施する路線（本所路線）（５路線１．６６ｋｍ） 
 遠賀原櫛引線  遠賀原地内 ０．３２ｋｍ 
 勝福寺櫛引線  勝福寺地内 ０．４９ｋｍ 
 青龍寺中橋線  中橋地内 ０．３０ｋｍ 
 上中橋橋寿線  中橋地内 ０．１５ｋｍ 
 滝沢櫛引線  滝沢地内 ０．４０ｋｍ 
羽黒庁舎で実施する路線（本所路線）（８路線２．２３ｋｍ） 
 斎藤川原４号線  斎藤川原地内 １．０５ｋｍ 
 大宝寺中野１号線  大宝寺地内 ０．１２ｋｍ 
 大宝寺中野２号線  大宝寺地内 ０．１０ｋｍ 
 大宝寺中野３号線  大宝寺地内 ０．２３ｋｍ 
 大宝寺中野４号線  大宝寺地内 ０．２６ｋｍ 
 大宝寺中野５号線  大宝寺地内 ０．２３ｋｍ 
 大宝寺中野６号線  大宝寺地内 ０．１４ｋｍ 
 大宝寺中野７号線  大宝寺地内 ０．１０ｋｍ 
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１０．排雪場所 

排雪場所として次の場所を指定する。 

赤   川   三川橋上流右岸 
 

１１．公共施設の除雪 

小・中学校、コミュニティセンター等１１８箇所の、公共施設駐車場等

の除雪作業を実施する。 

 
１２．市民の協力 

市民の理解と協力を得ながら円滑に除雪作業を行うために、次の事項に 

ついて市広報に掲載する。 

 
（１）除雪作業についてのお願い 

① 除雪機械にあったら道を譲るようにお願いします。 

② 道路上に出ている枝は作業の支障となるので取り払うようにお願

いします。 

③ 車の路上駐車は絶対しないで下さい。除雪機械だけでなく、一般

の方も迷惑します。 

④ 除雪機械は危険ですので、作業中は近寄らないで下さい。 

⑤ 雪捨てのために側溝の蓋を外しているところがありますが、危険

ですので使用後は必ず蓋をしめて下さい。 

⑥ 路上に看板等の障害物を置かないで下さい。 

⑦ 消火栓、ゴミステーションの前にも除雪した雪が堆積することが

ありますので、町内のご協力をお願いします。 

 

（２）各家庭へのお願い 

① 除雪機械により、除雪された雪が自宅前に寄せられますがご理解

をお願いします。また除雪された雪は側溝や水路に捨てることと

し、再び道路に出さないようご協力をお願いします。 

② 高齢者世帯・母子世帯等、除雪にお困りの方が多く見られます。

近所の方のご協力をお願いします。 

③ 屋根の雪は、命綱をつけるなど身の安全を確保し、早めに下ろし
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ましょう。また、屋根の雪を道路に出されますと、交通障害の原

因になります。屋根の雪は、自分の責任で処理しましょう。 

④ 消雪道路であっても雪を出さないようお願いします。車の通行を            

妨げ、歩行者にも迷惑がかかります。 

 

（３）雪捨て場の指定 

雪の捨て場として次の場所を指定しております。ご利用下さい。 

赤   川     三川橋上流右岸 
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１３．除雪機械内訳  

（  ）内 昨年度台数 

※レンタル車１２台は市有車として計上 

 
車   種 市有車 委託車 計 

車
道
用 

除
雪
機
械 

 

除雪グレーダ ７ 

（７） 

２ 

（２） 

９ 

（９） 

除 雪 ド ー ザ ４３ 

（４４） 

４０ 

（３９） 

８３ 

（８３） 

除雪トラック ０ 

（０） 

１ 

（１） 

１ 

（１） 

ロータリ除雪車 １３ 

（１３） 

６ 

（６） 

１９ 

（１９） 

タイヤショベル ９ 

（８） 

２４ 

（２５） 

３３ 

（３３） 

計 ７２ 

（７２） 

７３ 

（７３） 

１４５ 

（１４５） 

歩
道
用 

除
雪
機
械 

ロータリ除雪車 ８ 

（８） 

０ 

（０） 

８ 

（８） 

ハンドガイド ６ 

（６） 

２ 

（２） 

８ 

（８） 

計 １４ 

（１４） 

２ 

（２） 

１６ 

（１６） 

凍
結
抑
制
剤

散
布
車 

 ３ 

（３） 

１ 

（１） 

４ 

（４） 

総
台
数 

 

計 ８９ 

（８９） 

７６ 

（７６） 

１６５ 

（１６５） 
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表－1        除 雪 連 絡 体 制 
                              

        本   部          

        市役所 別棟 第 2･第 3会議室          

        ＴＥＬ25－2111内線 690、691、704          

                              

                              

                              

                              

 関 係 官 庁 機 関     関係交通情報機関  

 鶴岡国道維持出張所 22－4739     NHK 鶴岡放送局 22－7711  

 庄内総合支庁     YBC 山 形 放 送 22－2250  

 道 路 計 画 課 66－2111     YTS 山形テレビ   

 鶴 岡 分 所 22－8088                0234－24－2522  

 鶴 岡 警 察 署 28－0110     TUY テレビユー山形  

 消 防 本 部 22－8330     0234－23－8111  

      SAY さくらんぼテレビ  

     25－1150  

                 庄内交通（株） 22－2600  

                             

                            

                            

 作 業 委 託 業 者 

５８社 

                 

     
関係機関 

NEXCO 東日本 22-8766 

 

                  

                  

                              

                              

           
情 報 連 絡 所 

           

 市街地 本  部  加  茂  加茂ｺﾐｭﾆﾃｨ防災ｾﾝﾀｰ  33-3023  

 斎  斎ｺﾐｭﾆﾃｨ防災ｾﾝﾀｰ  22-0985  湯野浜 湯野浜ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ  75-2300  

 黄  金  黄金ｺﾐｭﾆﾃｨ防災ｾﾝﾀｰ 22-5743  豊  浦  三瀬ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ    73-2001  

 大  泉  農村ｾﾝﾀｰ         22-0798    小堅ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ    73-2243  

 栄    栄ｺﾐｭﾆﾃｨ防災ｾﾝﾀｰ   29-2105    由良ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ    73-2905  

 湯田川  湯田川ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ   35-2111  上  郷  上郷ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ    35-2001  

 田  川  田川ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ    35-2003  大  山  大山ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ    33-3213  

 京  田  京田ｺﾐｭﾆﾃｨ防災ｾﾝﾀｰ 22-0762  西  郷  西郷地区農林活性化ｾﾝﾀ-  76-2301  

 



除雪対策本部組織表

総務部次長

(兼)財政課長

木村　久

市民部コミュニティ推進課長

加藤　明

市民部防災安全課長

総務部長 本間　勝則

森屋　健一

市民部環境政策課長

市民部長 本間　克秀

佐藤　玲子

健康福祉部福祉課長

市民部危機管理監 加藤　恵里

五十嵐　孝義

教育委員会管理課長

副市長 ［統　括］ 健康福祉部長 (兼)教育委員会事務局広報官

建設部長 (兼)地域包括ケア推進監 石川　聡

(兼)都市創生推進監補佐 菅原　青  

(併)上下水道部参事

坂井　正則 消防本部参事

教育委員会事務局教育部長 (兼)広報官

(併)都市創生推進監補佐 (兼)総務課長

白幡　有 清野　健

消防長 ［指揮担当］

伊藤　慶也 建設部土木課長

(併)上下水道部雨水事務室長

岸井　史樹

［指揮担当］

建設部土木課地域調整主幹

(併)上下水道部雨水事務室主幹

渡部　誠

本部付本部長 副本部長

表－２
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契約管財課長

本間　陽子

建築主査

伊藤　道田

用地主査

小林　宏協

用地係長

佐藤　きぬ

用地専門員

本間　美浩 

用地係長

齋藤　柊士

課長補佐(兼)業務主査

鈴木　賢

事業推進主査

阿部 邦彦

業務係

上野　衛

佐藤　理沙

山平　陽仁

道路維持主査

鈴木　和彦

道路維持係長

丸山　信政

道路維持専門員

宮野　聖子

山木　貴弘

中西　友一郎

道路維持係

遠藤　正英

小松　弘典

加藤　康信

野尻　健太

稲田　拓巳

　 菅原　大翔

補償担当

配車及び運
行指示担当

事務渉外
担当

‐ 11 ‐


	✔R7除雪計画書　本所用  
	✔R7除雪計画書表紙　本所用
	✔R7除雪担当組織表　本所用
	一枚目 (統括あり)
	二枚目 (統括あり)


